
　市民税・府民税給与所得等
に係る特別徴収税額の納入に
近畿２府４県以外の郵便局・
ゆうちょ銀行を利用される場
合は、その郵便局・ゆうちょ
銀行を当市の取扱局・店とし
て指定しなければなりません
ので、右の【指定通知書】に
郵便局・店名を記入のうえ、
その郵便局・ゆうちょ銀行に
提出してください。

　貴局・店を地方税法第３２１条の５第４項の規定により、
当市の市民税・府民税給与所得等に係る特別徴収税額の
取扱局・店に指定いたしましたので通知します。
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